
補足資料９

復興ヘ
頑張ろう！

点みやぎ



:: £ 
・医学生修学資金貸付事業募集要項

将来、医師として富媛県内の自治体病院等｛診療所
会む）等で惨療業務！と従事する怒患を有する医学生

貸付対象

募集人員

②月額10万

貸付決定の月から太学卒業までとします（休学・停
学・留年時Iま貸付trを係止します）．

貸付期間（中途での貸付辞退者を除く）の2倍の期間
内に県が指定する自治体病院等で貸付期隠と同じ期

闘を勤務した窓会（臨床研修期悶を含む）金額免除し
ます．ただし②については2年を限度として東北大学
病院における初期防修4後期研修及び東北大学大学院

医学系研究科在学期限も照合時量定する医自慢ぬ闘で勤
務したものとみなすζとができます。

．修学資金貸付キャリアパスの例
貸付期間 貸付期間のE倍の期間
（白隼燭〕 (12年間）
「ム「

① 

鍛
枠

一括返還

独立の生計を営み修学資金の返豊富及び利息の
支払いの策径を負うととのできる資力を有す
る2人の遥務保証人が必要です。

連帯保証

申込受付
期間

①一般枠G全国の医学生対象） 30人
＠閉じ大学枠（医学部3年制象iロト白金額

一般枠 月額20万円

閉じ大学枠月額10万円

日研修
3年勤務のうち態後の1年を．有給の長期研修

期間とするととができます。研修先！cl:県内外の高
度医療機関をはじめ．留学についても御相談に応
じます。

①月額20万円

返済の免除

;m学、貸付辞退などで修学資金の貸付目的を達
成する見込みが忽く怒ったときは、貸付11を停止

し、年利10%の利息とともにー箔返還していた
だきます．

書類及び面簸審査。結果［孟本人に通知します．

貸付決定の月｛特認により当E主主手段の4月〉
から

貸付金額

貸付期間

。：：平性~·4月，~白 (Illから平泳2号制如何間空J
｛当日消印有効）｛事事黛人員に満たない場合、募集
を継続いたします。）
fJ:＂了4蒜h主4,j-,4日・cAit1品忌百長五、8日沿I主主｜
（学苦隅務係の事務時間内）
（募集人民に満たない犠合．追加募集を行って
怠りますので、詳しくはホームページを御覧くだ
さい．｝

次の書類を郵送又は持参して下さい（所定機式
｜まホームページでご覧tこ砿れます。御運絡いた
だlブれlet'.郵送もいたします。〉 ( 1）貸付申扱嘗
(2）在繁盛明.(3）戸箔抄本（4）在学する

大学の学長又は学部長の推鵬潟魯（5）保底人

の印銭霊童書恒明容（6）その他錨定する包類

（鮮しい日時及び会場は別に逮絡します）

自 貸付期聞
大学卒業まで（休学・停学処分 ・留年時は貸付

休止）

目返済免除条件
貸付年数（中途辞退除く）と同年数を．県が指

定する自治体病院等で勤務（臨床研修期間含む）
すれば全額免除します。
東北大学枠の場合．東北大学病院での研修や．

東北大学大学院医学系研究科在学期間もこの期間
に含みます。

著書資期白

及び会場

審査方法
・結果

貸付開始
時期

自県職員として採用
地方公務員として線用され．県の続程に準じた

本俸と勤務実績に応じた諸手当が各自治体から
支給されます。

目キャリアパス形成を支援
医療窟で劇快学と宮城県l招 mに連携しており。

同大大学院への社会人入学等iこも配慮します。
また，専門医資格取得のための情報提供等もしま

す。

応募方法、
指定病院毒事での勤務期間

8年間中、 2+2+2＝遜S草6年間

貸付期闘の2倍の期間
(8年Jlll)

貸付期間
(4年側｝
，－」「

〆、
③ 
県
:It 
穴
学
持、J

各
医
務
系
大
学

1
1
6年

東
北
大
学
医
事
磁

3
1
6年

晶
画
回
国

減3クール目
以降の継続も
可能です

い9''1の場合も「病銭勧務2年の後．
研修1年取得可能Jとなります．

募集対象麗種 医 師 ｜募集人員｜ 5人

採用予定 原則としすて。平｛成彼2、6地i支E獲10の月必要1日性以か降5を、予定

月日
していま それ
以前の月日も鎚糊ま置に応じます。）

1 2綴県内の自治体病院（診療所理E含む．）
で惨療業務に従事します．

2 It!務期間｜草、3年間を1単位羽田悶とし、原rnlJと
動 務 して2単位期間の勤務を釜本とします｛期間の

問拘可能です）．
3 1単位期間中1年間の研修期間が絞定でを
ます(f研修Jの榔参照）。

1 1単位期間のうち、連続する2年間を自治体
病院に勧務していただき、1年闘を研修期間と
することb句きます．

研 修 2 大学院への社会人入学や定期的な研修につ
いて配慮します。

3 経歴等を勘案し、自治体病院勤務前l謂期の
臨床研修を行う場合があります．

1 県駿員として録用します。
身 分 2 自治体病院勤務耳障問中｜革、勤務する自治

停車韓民の身分を併せ持ちます。

1 自治体病院勤務期間中｜誌、燥の規程に準

給
じた本俸及び勤務実績に応じた絡手当が各

与 自治体から支絡~れます。
2 研修期間中l草、県の規涯により給与を支
給します．

；（欠1未の｝平満す成のべ2万て一の6惰婆；4件月を満たすととが必要です。
1日現在において満65店主

応募資格 (2）我が閣の医飾免許を取得後、 2年以ょを緩
過した方

(3）医飾とレての勤務に耐えられる健康な状緩
にある方

(4）その他一定のJftliiJ等に処ぜられてい砿い方

次の書類を、重Z送叉1孟御持参ください
｛所定儀式ICl:if¥ームページで御覧になれます。

応 募 方法 御逮絡頂ければ務送もいたします）．
(1）宮嫌県ドタターバンク医師申込書 (2）湿度遺
(3鴻盟理由寄付池康診断；l!!（窃医溺免許証の写し等

申込 受付 募集人員t:Jt充足されるまで

置醐日1W鋪 個別に連絡します．

・ドクターバンク事業募集要項

i
l－
－
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東日本大震災からの医療復興に向けた取組平成25年4月1日現在

宮城県保健福祉部医療整備課

再開している医療機関の割合（平成25年3月現在）
・全県97% 石巻医療圏88% 気仙沼医療圏73%

病院の現状
－廃止公立志津川病院126床（なお量米市で再開38床）
・休止石巻市立病院206床、石巻市立雄勝病院40床、恵愛病院120床
・入院機能再開気仙沼市立本吉病院

一一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一｜ 地域医療の復興に向けて 卜一
！ ・地域医療復興の方向性について（平成23年9月） 人 ,J 

； O短期的課題（医療救劃圧の確保、仮設診療所等の設置、入院病床の確保、心のケア、医療従事者の雇用確保と
！ 流出防止対策、医療機関早期再開に向けた対策等）

0中・長期的課題
1 自治体病院等の統合・再編等による医療資源の再配置

（全県的視野で、被災地の病院等の再建、集約化と機能分担）
2 地域医療連携体制の構築・強化（ l c Tを活用した地域医療連携システムなど）
3 医療人材確保に向げた対策（大学、関係団体等との連携による確保策など）

女第6次地域医療計画（平成25年～平蔵芝9年）
. 5疾病5事業及び在宅医療について方向性を示す。

．医療圏の再編7→4医療圏へ

女医師確保対策

・県ドクターバンク事業

j気仙沼市立病院 ・1 
日明害型堅志野型J

完治巻市立病院 1 
〔H28年度移転新築予定〕 ；

rm・一←一一一ム司回融ー二二二二二二了～一一）
三！｛凶台医療センター ｜ 

j〔基幹災害拠点病院の機能強化〕」

j仙台市立病院 ｜ 

！盟主唾堕堕唾開也」
！瓦~E天弱i晃一一一一一一一！

L堕塞埜f!!~事堕空整能埜哩~J
： 宮城県地域医療支援センター（県医師会~ j 

・宮城県医師育成機構→「医師の招聴・定着Jを目的に東北大学・医師会・医療機関・宮城県でH23年2月に設立
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第6次宮城県地域医療言

平成 2 5年度～平成 2 9年度
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第２編　東日本大震災からの復旧・復興
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第２編　第２節　被害状況の概要
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第２編　第２節　被害状況の概要
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第２編　第３節　医療機関等の被害の概要等
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第２編　第４節　医療救護活動
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第２編　第４節　医療救護活動
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第２編　第５節　地域医療復興に向けた取り組み
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第３編　医療の現状
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第３編　第２節　人口統計
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第３編　第４節　県民の受療状況 
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第３編　第６節　医療従事者の状況
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第３編　第６節　医療従事者の状況
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第３編　第６節　医療従事者の状況
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補足資料14

平成 26年3月19日

宮城県知事村井嘉浩殿

県北部地域への医学部新設を求める要笠書

宮城県議会 自由氏主党・県氏会議

県北議員会会長池田憲彦



県北部地域4への医学部新設を求める要堂書

県では、来日本大震災の被災地を抱え、全国の中でも特

に医師の不足や地威偏在等が深刻な泉北地方に新たな医学

部を設呈することを固に要笠し、取点且を及関してきた。

当県議会においても、平成24年 7月4日に「被災地の地

威医療再生のため医学部新設を求める意見書」を全会一致

で採択し、強力に耳元経を推進してきたところであり、これ

を受け、国は昨年 11月、 「泉北地方における医学部設歪認

可に関する基本方針についてj を定め、泉北地方の 1校に

限定した特例措童を講じることになった。

震災で壊滅的な被害を受けた沿岸部を中心に、地域4医療

体制の確保は復興に不可欠な喫緊の課題となっているが、

復興の後方支援として大きな役割を担う県北部地域では、

人ロ 10万人当たりの医師数が全国平均を大きく下回るな

ど、県内でも医療資源、の不足が顕著な状況にある。

現在、県内では 2つの大学が医学部設歪を表明しており、

このうち京北福祉大学では、先月 27司、来原市に新キャン

パスを設宣する構想を打ち出したところであるが、このよ

うな県北部地威への医学部新設は、震災からの復興促進及

び医療資源、の確保と狩求的な医師の供給体制の強化につな

がることはもとより、仙台一極集中の是正とともに多様な

波及効泉をもたらすことが期待される。

よって、県としても、県北部地域への医学部新設実現に

向けた積極的な取組を及関するよう強〈求めるものである。
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医学部新設による県北の

地域医療確保を求める要望書

宮城県登米市議会



医学部新設による県北の比威医療確保を求める要笠書

国では、「好循環実現のための経済対策J（平成 25年 12月5日閣

議決定）において、来日本大震災の被災地の復旧・復興の施策のーっ

として位還付けられた「泉北地方における復興のための医学部新設の

特例措軍Jについて、 12月17日にその設亙認可に関する基本方針を

定め、着実に取り組むこととしました。

このことは、長年医師不足に悩み、来日本大震災により地威医療に

大きな打撃を受けた、本市を始めとする県北地成並ぴに沿岸地威にと

ってはまさに朗報であります。

現底、複数の大学や医療機関において医学部新設に向けた動さがあ

り、本年6月にはそのうちの 1校の構想が採択される予定となってお

ります。県北地，成の脆弱な医療環境の現状に鑑み、医師不足の解消と

地威経済への波及効釆による震災復興の加速という特例措置の趣旨

が遺憾なく発揮され、県北地域I （登米市）の地威医療確保に最大・最

良の効釆が及ぶよう配慮、されることを強〈要笠するものであります。

平成26年 4月15日

宮城県登米市迫可佐沼字中江二丁目体長選来青
.l差薬 ＃ム鴨

宮城県登米市議会議長田口 菊捻

i議長印

宮 城県知 事 村 井 嘉浩殿




